
・県産木材を使いたい

・県産木材を効率的、かつ安定的
に入手したい

・木を効率的に売りたい

・安定した販売先を得たい

川中
（製材工場・プレカット工場等）

・県産木材を安定的に入手したい、
安定的に販売したい

・県産木材を加工する機械が必要

川下
（住宅メーカー・木材取扱業者等）川上

（所有者・林業事業体等）

募集期間 ：令和7年5月12日（月）～令和7年7月31日（木）（予算に達し次第、受付終了）
先着順で採択します。ただし、採択に際しては事業目的に沿った内容か書類確認を行います。
必ずしも採択されるわけではございません。

申請方法等は県のホームページをご覧ください

県ホームページ： https://www.pref.saitama.lg.jp/a0905/mokuzai/supplychain.html

事業HP

支援①：木材加工施設の整備

• 県産木材を活用した新たな製品や、高品質の製品を加工するための施設整備
費を支援します！

• 補助率：1/2以内（予算の範囲内）

支援②：サプライチェーンの構築

• 山元、製材・プレカット工場、工務店等が連携して県産木材の利用拡大に取組
むための合意形成を促し、サプライチェーン構築に必要な費用を支援します！

• 補助率：定額（上限150万円）

• 補助活用例：大径材を利用したスギ平角材の安定供給体制の構築を支援

県産木材の需給情報の共有に必要な機材の整備・購入を支援

令和７年度輸入木材に頼らない県産木材供給体制促進事業

川上～川下でサプライチェーンを構築することで、
県産木材の生産・加工・流通を効率化、全体の利益UP

※裏面に補助金の交付要件について記載がございます
要望シート提出前に必ず御一読ください 埼玉県マスコット「コバトン」

彩の国

埼玉県

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0905/mokuzai/supplychain.html


サプライチェーンの構築
＜事業の実施主体＞
次のアからウの事業者で構成されたグループ

補助金の申請者は、グループの代表者になります。

ア 川上 素材生産者、原木市場、森林所有者等

イ 川中 製材工場、プレカット工場、製品市場、建材流通事業者

ウ 川下 住宅建設業者（工務店等）、木製品製造業者、建築士事務所等

＜事業の内容＞
川上・川中・川下が連携して県産木材の利用拡大に取り組むためのサプライ

チェーン構築に必要な資機材の導入等を支援する。

＜採択基準＞
次のア、イのいずれかを満たすものとし、かつ、ウ、エを満たすものとする。

ア グループを構成する工務店等の川下側が安定的に県産木材を確保できる

ための新たなサプライチェーンを構築する計画であること。

イ 構成員を増やす、もしくは既存のシステム等を改良する計画であること。

ウ サプライチェーン構築に向けた体制の整備やシステム等の構築について、

グループが共同して事業を実施し、事業実施期間内に実現できる見込み

があること。

エ 事業完了年度から3年後の県産木材の供給・利用計画を定めること。

・埼玉県農林部森づくり課 木材利用推進・林業支援担当 電話：048-830-4318 メール：a4300-11@pref.saitama.lg.jp

・秩父農林振興センター 森林循環・木材利用推進担当 電話：0494-24-7215 メール：t2472119@pref.saitama.lg.jp

・川越農林振興センター 森林保全・森林循環・木材利用推進担当 電話：042-973-5622 メール：f735620@pref.saitama.lg.jp

・寄居林業事務所 総務・森林保全・森林循環・木材利用推進担当 電話：048-581-0123 メール：k8101231@pref.saitama.lg.jp

＜事業の実施主体＞
埼玉県内の森林組合、林業・木材産業関係者

＜事業の内容＞
県産木材を活用した梁桁材等の新たな品目を加工する施設や、品質を確保するた

めに必要な木材乾燥施設等の施設の整備を行う事業を対象として、本事業に要する

経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

＜採択基準＞
次のア、イのいずれかを満たすものとし、かつウ、エ、オを満たすものとする。

ア 県産木材を活用し、梁桁材等の新たな品目を加工する施設を整備すること。

イ 県産木材を活用し、品質を確保するための木材加工施設（木材乾燥施設等）

を整備すること。

ウ 輸入木材から県産木材への転換に資する整備であること。

エ 次のいずれかに該当する事業実施主体であること。

なお、事業開始時にこれらの条件がそろわない場合は、事業完了日までに

条件を満たせばよい。

① サプライチェーンの構築事業のグループの構成員であること。

② 既存のグループの構成員であること。

③ 前述①②のグループの川中又は川下の構成員と、施設整備により増産する

県産木材製品の30％以上の数量について安定取引に関する協定を締結して

いること

オ １事業費は、おおむね250 万円以上とする。

問合せ先
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